
第３８回 市民活動支援センター運営協議会 

 

 

日 時 ： 令和２年８月４日（火） 

午後２時～ 

場 所 ： ８階旧レストラン会議室 

 

 

次   第 

 

１ 開 会  

２ 副市長挨拶 

３ 議 題 

（１） 市民活動支援センター運営協議会の会長及び副会長の選任について 

（２） 令和２年度市民活動支援センターの登録状況について 

（３） 令和２年度市民活動支援センターの利用状況について 

（４） 令和２年度市民活動支援センターの事業実施計画（変更）について 

（５） 野田市市民活動団体支援補助金審査会委員の推薦について 

４ 閉 会 
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（１） 市民活動支援センター運営協議会の会長及び副会長の選任について 

市民活動支援センター運営協議会委員の任期満了に伴う、改選後の初めての 

会議であることから、市民活動支援センター運営協議会設置要領第６条第２項 

に基づき、会長及び副会長を委員の互選により選出する。 

 

野田市市民活動支援センター運営協議会設置要領(抜粋) 

 （会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
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（２）令和２年度市民活動支援センターの登録状況について 

                          （単位:団体） 

新規登録団体の概要は下表のとおりです。 

(新規登録団体の概要)          

番号 
団  体  名 

（活動分類） 
活 動 内 容 

２ 
野田市民の環境と健康を守る会 

（環境の保全） 

携帯電話（５Ｇ）の基地局問題や電磁波に

よる健康被害の学習会の開催など 

 

〈登録団体の推移〉 

年 度 

市民活動団体内訳 

合計 組 織 名 ＮＰＯ

法人 

ボランティア 

団体等市民団体 

平成２４年度末 １３ ５７  ７０ 
ＮＰＯ・ボランティア 

サポートセンター 
平成２５年度末 １４ ７５  ８９ 

平成２６年度末 ２５ ８５ １１０ 

平成２７年度末 １９ ７６  ９５ 

市民活動支援センター 

平成２８年度末 ２２ ８７ １０９ 

平成２９年度末 ２３ １０６ １２９ 

平成３０年度末 ２４ １０８ １３２ 

令和 元年度末 ２５ １１４ １３９ 

令和２年 4月 1日 ２２ ９８ １２０ 

令和２年 7月 1日 ２３ １０９ １３２ 

 

年 度 

市民活動団体内訳 

合計 更新 新規 ＮＰＯ

法人 

ボランティア 

団体等市民団体 

令和２年 4月 1日現在（１） ２２ ９８ １２０ １１９ １ 

令和２年 7月 1日現在（２） ２３ １０９ １３２ １３０ ２ 

増 減 （２）－（１） １ １１ １２ １１ １ 
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団体数 団体数

重複 主活動 NPO法人 任意団体 更新 新規

1 保健・医療・福祉　　 62 35 26.5% 5 30 35 0

2 学術・文化・芸術・スポーツ 54 33 25.0% 5 28 33 0

3 子どもの健全育成 46 20 15.1% 5 15 19 1

4 まちづくり 42 13 9.8% 1 12 13 0

5 人権の擁護・平和推進 18 8 6.0% 1 7 8 0

6 環境の保全 14 9 6.8% 2 7 8 1

7 社会教育 38 4 3.0% 1 3 4 0

8 観光の振興 8 2 1.5% 0 2 2 0

9 農山漁村・中間山間地域の振興 2 1 0.8% 0 1 1 0

10 地域安全活動 9 2 1.5% 1 1 2 0

11 国際協力 6 1 0.8% 0 1 1 0

12 男女共同参画 6 1 0.8% 0 1 1 0

13 科学技術の振興 2 1 0.8% 1 0 1 0

14 他団体との連携・助言・援助等 33 1 0.8% 0 1 1 0

16 情報化社会の発展 4 1 0.8% 1 0 1 0

17 経済活動の活性化 2 0 0.0% 0 0 0 0

18 職業能力の開発・雇用機会の拡充 3 0 0.0% 0 0 0 0

15 災害救援 3 0 0.0% 0 0 0 0

19 消費者の保護 0 0 0.0% 0 0 0 0

352 132 100.0% 23 109 130 2

3

　ＮＰＯ法人が23団体、任意団体が109団体で、NPO法人は２割弱（17.4％）となっている。

市民活動支援センター登録団体活動分類内訳

令和２年７月１日現在

　「保健・医療・福祉」が35団体（26.5％）と一番多く、２番目が「学術・文化・芸術・スポーツ」33団体

（25.0％）、３番目が「子どもの健全育成」20団体（15.1％）、４番目がまちづくりで13団体（9.8％）です。

この４分野合計が101団体となっており登録団体の総数132団体の４分の３（76.5％）となっている。

合計

　また、重複の活動分類では、「保健・医療・福祉」が62団体と一番多く、２番目が「学術・文化・

芸術・スポーツ」54団体、３番目が「子どもの健全育成」46団体となっている。

主活動の団体内訳

活動分類 割合
内訳１ 内訳２
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（３）令和２年度市民活動支援センターの利用状況について 

① 令和２年４月から６月までの利用状況 
１）相談等業務 

   （相談等業務実績） 

項 目 平成 31年 4～6月（1） 令和２年 4～6月（2） 比較（2）－(1) 

相  談 

件 数 ６７件  ５１件  △１６件 

団体数      ４２団体 ４９団体 ７団体   

時 間 ２８時間３０分  １３時間２３分 △１５時間７分 

登録申請 件 数 １４件    １０件 △４件 

そ 

の 

他 

会議室申請 件 数 ―    ２５件 ―  

チラシ配架 件 数 ―    ６件 ―  

講 座 申 込 件 数 ―   ０件 ―  

ふぇすた関連 件 数 ―   １件 ―  

挨 拶 件 数 ―    ９件 ―  

その他 件 数 ―   １２件 ―  

小 計 件 数 ―   ５３件 ―  

合 計 件 数 ― １１４件 ― 

（相談件数の内訳） 

項 目 平成 31年 4～6月（1） 令和２年 4～6月（2） 比較（2）－(1) 

① 団体立ち上げ ３件 ２件 △１件 

② 登録申請 ２件 ２件 ０件 

③ 広報関係 ０件 １件 １件 

④ 市補助金 
１９件 

８件 
△４件 

⑤ 助成金関係 ７件 

⑥ 魅力発信事業 ― ― ― 

⑦ パソコン １１件 ４件 △７件 

⑧ 会計書類 ― ３件 ３件 

⑨ 協働のまちづくり ― １件 １件 

⑩ 銀行口座 ― ― ― 

⑪ 市民活動保険 ― ― ― 

⑫ 施設・会場 ― １４件 １４件 

⑬ 法人化 ― ― ― 

⑭ 市民活動参加希望 ― ― ― 

⑮ その他 ３２件 ９件 △２３件 

合 計 ６７件 ５１件 △１６件 
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※２月２９日～６月２８日新型コロナウイルス感染症対策のため使用中止 

６月２９日から８階旧レストラン会議室及びイオンノア店内会議室２は貸出再開 

ただし、イオンノア店内会議室１及びフリースペースは引き続き貸出休止 

２）フリースペース等の利用状況 

利用団体数は月ごとの実団体数の合計です。以下同じ。 

項 目 平成 31年４～６月（1） 令和２年４～６月（2） 比較（2）－(1) 

利 用 件 数 ４４件 ０件 △４４件 

利用団体数 ２４団体 ０団体     △２４団体 

利 用 人 数     ２２１人     ０人  △２２１人 

利 用 時 間 ９５時間１２分 ０時間００分 △９５時間１２分 

利用 

内訳 

フリースペース    ３４件      ０件      △３４件 

上記のうち予約     １７件       ０件     △１７件 

団体向けパソコン       １４件      ０件 △１４件 

 

３）８階旧レストラン会議室の利用状況 

項 目 平成 31年４～３月（1） 令和２年４～６月（2） 比較（2）－(1) 

利 用 件 数 ５２件 ０件     △５２件 

上記のうち予約 ５０件 ０件 △５０件 

利用団体数            ２７団体 ０団体    △２７団体 

利 用 人 数        １，４６１ 人   ０人   △１，４６１人 

利 用 時 間 １６１時間４２分 ０時間００分 △１６１時間 42分 

 

 ４）イオンノア店内会議室の利用状況 

項 目 平成 31年４～６月（1） 令和２年４～６月（2） 比較（2）－(1) 

利 用 件 数 ７３件 ０件 △７３件 

上記のうち予約 ７１件 ０件 △７１件 

利用団体数 １０団体 ０団体 △１０団体 

利 用 人 数 １，２９０人   ０人 △１，２９０人 

利 用 時 間 ２８５時間２９分 ０時００間分 △２８５時間 29分 

 

５）８階旧レストラン会議室とイオンノア店内会議室の合計の利用状況 

  項 目 平成 31年４～６月（1） 令和２年４～６月（2） 比較（2）－(1) 

利 用 件 数 １２５件 ０件    △１２５件 

上記のうち予約 １２１件 ０件 △１２１件 

利用団体数  ３７団体 ０団体    △３７団体 

利 用 人 数      ２，７５１人  ０人  △２，７５１人 

利 用 時 間 ４４７時間１１分 ０時間００分 △４４７時間 11分 
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（３）令和２年度市民活動支援センターの利用状況について 

  ②新型コロナウイルス感染拡大予防対策の経過（抜粋） 

緊急事態宣言発令前の対策本部で決定された内容  

    ・新型コロナウイルス感染症予防のため公共施設の貸出中止 

（８階旧レストラン会議室、イオンノア店内会議室、フリースペース） 

① ２月２９日(土)から３月１３日(金)まで公共施設の貸出中止 

② ２月２９日(土)から３月３１日(火)まで公共施設の貸出中止延長 

③ ２月２９日(土)から４月３０日(木)まで公共施設の貸出中止延長 

④ ２月２９日(土)から５月１５日(金)まで公共施設の貸出中止延長 

４月７日 千葉県を含む７都府県を対象に緊急事態宣言が発令 

・政府の緊急事態宣言の発令を受け、同日午後７時に野田市新型インフルエンザ

対策本部に移行し、第１回対策本部を開催した。 

４月７日 対策本部で決定された内容  

 ・緊急事態宣言が発令されたことから、人の移動を避けるため、感染予防対策を

講じて一部再開させていた施設の業務や屋外施設も閉鎖することとした。 

５月７日 対策本部で決定された内容  

・５月４日(月)に緊急事態宣言を５月３１日(日)まで延長することが正式に決定

されたことを受け、５月１５日(金)までとしていた公共施設の休業期間を５月

３１日(日)まで延長することなどを決定した。 

５月２５日 千葉県を含む１都３県の緊急事態宣言が解除 

５月２６日 対策本部で決定された内容  

・緊急事態宣言が５月２５日(月)に解除されたことを受けて、国の施設利用の方

針に従い、換気などの感染対策を実施できない施設を除き、６月１日(月)から

施設別に順次利用を再開する。利用対象者は市内在住者に限定する。 

   ・８階旧レストラン会議室等は換気などの感染対策ができないため、当面の

間使用は中止とする。 

   ・６月８日(月)から総合福祉会館、９日(火)から中央公民館が利用制限付き

で再開された。 

 ・市主催事業の審議会等は原則として６月中は開催しない。イベント等は引き続

き自粛する。 

 

 

 

６ 
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６月１８日 対策本部で決定された内容  

 ・６月１９日(金）に国による外出自粛の全面解除と千葉県の施設の使用停止など

の協力要請が解除されたことから、市では、公共施設などの市外の方の利用禁

止措置を６月１９日(金)から解除した。 

 ・当初、接触や飛沫感染の恐れのある利用を不可としてきたが、感染防止対策を

徹底した上で、順次利用の制限を緩和。密集する小さい部屋や換気ができない

設備があるので各施設のホームページで確認。 

 ※８階旧レストラン会議室及びイオンノア店内会議室２は、空調運転時は同時に

換気も行われるため、６月２９日(月)から利用制限をした上で貸出を再開。 

ただし、イオンノア店内会議室１及びフリースペースは換気などの感染対策が

できないため、引き続き貸出休止。 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備　考

第３７回２１日 第３８回4日 第３９回 第４０回 ・運営協議会委員

№ 事業項目 対象等

①
協働のまちづくり推進
　　　　　　　(新規）

・市担当課
・登録団体

市民活動団体
との協働の
実態調査

⇒ ⇒ ⇒ 中間報告 ⇒ ⇒ 報告
協働の

まちづくり推進
⇒

・市役所担当課への実態調査
・市民活動団体への聞き取り
・近隣市の事例収集
・協働のまちづくり推進

②

第５回市民活動
元気アップふぇすた
（市民ふれあいハートまつり、
　福祉のまちづくりフェステバル
　と同時開催）

・登録団体
　40団体程度
･子育て層の参加

11/29(日)
中止

交流会
２月又は３月

同時開催は中止となるが、市民活
動支援センター主催で来年度の元
気アップふぇすたの開催に向けて
や団体同士の交流を目的に「市民
活動団体交流会(仮称）」の開催を
検討したい。

③

助成金学習会
 「助成金基礎講座」
　　(1)～（４）
・野田市市民活動団体
　支援補助金

登録団体
NPO法人

助成金基礎
講座（１）
6/24(水）

中止
（個別対応）

助成金基礎
講座（２）
７/16(木）

中止
（個別対応）

助成金基礎
講座（1）

10/28(水）

助成金基礎
講座（2）
2/上旬

・ホームページ掲載
・つうしん掲載
・登録団体、ＮＰＯ法人通知

④ パソコン学習会 登録団体

　　初心者

パソコン講座

　６/２６
　７/  3(金）
    中止

 初心者
パソコン講座

9/下旬
中止

 初心者
パソコン講座

　12/18

・ホームページ掲載
・登録団体通知

⑤

法人会計学習会（新規）

（千葉県市民活動団体
　　マネジメント事業）

登録団体
NPO法人

(法人へ講座案内
受講後個別支援）

 法人会計
　　基礎講座
　　８/上旬
　　　延期⇒

 法人会計
基礎講座
　10/８
又は９

・ホームページ掲載
・登録団体、ＮＰＯ法人通知

⑥

こまめカフェ
　～サブタイトル～
・市民活動団体紹介
・市民活動への
　　　きっかけづくり

市民
登録団体

第３回
８/２５（火）

延期⇒

第３回
①11/12（木）
②11/29(日）

第３回
③12/4（金）

第４回
３/３（水）

・ホームページ掲載
・つうしん掲載
・公民館等チラシ配布
・サブタイトルは対象や内容が
　わかりやすいもの

⑦

活動支援相談
・団体運営
・助成金
・パソコン
・新規立ち上げ　など

登録団体
登録希望団体

相談日を
設けないで

随時
⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

・ホームページ掲載
・つうしん掲載

⑧
市民活動つうしん
　第２５～２９号

登録団体(A4）
市民向け(A4)
の2種類を作成

つうしん
第２５号
6/1発行
登録団体

つうしん
第２６号
9/1発行

自治会班回覧
登録団体

つうしん
第２７号

11/1発行
自治会班回覧

登録団体

つうしん
第２８号

１/15発行

登録団体

・元気アップふぇすた
・登録団体訪問記
・イベントじょうほう
・学習会等案内
・助成金情報
・ホームページ掲載

⑨ 野田夏まつり躍り七夕 登録団体 中止 ・よさこいソーランの活動団体

⑩
野田市市民活動団体
支援補助金説明会
（市民生活課）
（市民活動支援センター）

登録団体
助成金基礎

講座（１）
6/24(水）

（再掲）中止

助成金基礎
講座（２）
７/16(木）

(再掲）中止

募集要項
団体へ発送
　１０/上旬

募集要項説明会
上旬

申請書の書き方
説明会
下旬

応募期間
　11月1日～ ～1月31日 プレゼン

採用・不採用
決定

・ホームページ掲載
・登録団体通知

⑪

市民活動支援センター登録
市ホームページ団体紹介

登録団体紹介冊子作成

登録団体

登録団体
市民

４/初旬
登録決定
通知発送

順次
登録決定

HPアップ
順次
更新作業→ →→→ →→→

10月上旬
冊子発行

運営協議会委員
登録団体・市民

配布

→→→ →→→ →→→
R3年度更新
申請書送付

更新申請書
受付

・R2年度登録決定
・R3年度更新申請書送付
・登録団体の紹介
・ホームページ掲載
・市民活動支援センターの案内
・市役所各部署への紹介

⑫
市民活動支援センター
利用状況調査

登録団体

毎日・毎月の
利用状況報告

→→→

運営協議会
に報告

→→→
→→→

→→→

運営協議会
に報告

→→→ →→→

運営協議会
に報告

→→→ →→→ →→→

運営協議会
に報告

→→→ →→→
・相談、登録、その他
・フリースペース、パソコン
・8階旧レストラン会議室
・イオンノア店内会議室
・助成金・パソコン学習会

(4)令和２年度市民活動支援センターの事業実施計画（変更）について 第38回運営協議会資料（４）

月

◎運営協議会開催
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（５） 野田市市民活動団体支援補助金審査会委員の推薦について 

野田市市民活動団体支援補助金審査会会長から依頼がありましたので、野田市市民活動

団体支援補助金の令和２年度交付団体の事業計画変更の審査及び令和３年度交付団体の選

定のため、野田市市民活動団体支援補助金審査会設置要領第３条第７号の規定により、 

野田市市民活動支援センター運営協議会の会長及び副会長以外の委員から２人を推薦する。 

 

野市生第１０７号  

令和２年７月１６日 

 

 野田市市民活動支援センター運営協議会 様 

 

 

                    野田市市民活動団体支援補助金審査会 

                    会 長  今 村   繁 

 

 

野田市市民活動団体支援補助金審査会委員の推薦について（依頼） 

 

 盛夏の候、貴職におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 日頃より市政の推進にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、野田市市民活動団体支援補助金の令和２年度交付団体の事業計画変更の審査及び

令和３年度交付団体の選定にあたり、野田市市民活動団体支援補助金審査会設置要領第３

条第７号の規定により、貴運営協議会の委員より当補助金審査会の委員として協力いただ

ける方をご推薦いただきたく、お願い申し上げます。 

 

 

記 

 

   １．推薦人数  ２名以内 

 

   ２．審査会の開催時期 

・令和２年度交付団体   変更申請書が提出された場合  

随時開催予定 

・令和３年度交付団体   令和３年２月 

      ※開催日時は決まり次第、別途連絡いたします。 
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【参考】野田市市民活動団体支援補助金審査会設置要領 

（設置） 

第１条 野田市市民活動団体支援補助金の交付対象団体を公平かつ適正に選定するため、野田市

市民活動団体支援補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 野田市市民活動団体支援補助金交付申請書類の審査及び評価に関すること。 

(2) 補助金交付団体の候補者の選定に関すること。 

（組織） 

第３条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

(1) 副市長 (2) 市民生活部長 (3) 市民生活課長 (4) 市民生活課長補佐 

(5) 市民活動支援センター運営協議会の会長 (6) 市民活動支援センター運営協議会の副会長 

(7) 市民活動支援センター運営協議会の委員（２名以内） 

２ 前項第５号から第７号までに掲げる職にある者が、応募申請のあった団体の役員、若しくは

これに準じる者であるときは、その者が関係する応募申請の審査からその者は除外とする。 

３ 審査会に会長及び副会長１人を置き、会長には副市長を、副会長には市民生活部長をもって

充てる。 

４ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ 委員に事故があるときは、会長が指名する者に代理させることができる。 

（会議） 

第４条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（意見の聴取等） 

第５条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求

め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 審査会の庶務は、市民生活課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要領の実施に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この要領は、平成２９年 ４ 月 １日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成３０年１０月 １日から施行する。 

 



